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【児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）】 

〔福祉事務所等への通告〕 

第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児

童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告

しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この

場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 

② 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をする

ことを妨げるものと解釈してはならない。 

   

〔児童の状況の把握〕 

第二十五条の六 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第二十五条第一項の規

定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握

を行うものとする。 

 

〔児童相談所長の措置〕 

第二十六条 児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第

一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法（昭和二十三年法律第百六十八号）第六

条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その

保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなけれ

ばならない。 

一 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。 

二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務

所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しく

は居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設

置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業（次条第一

項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。）を行う者その他当該指

導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものに委託して指導させること。 

三 児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談（専門的な知識及び技術を必要とす

るものを除く。）に応ずること、調査及び指導（医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神

保健上の判定を必要とする場合を除く。）を行うことその他の支援（専門的な知識及び技術を必

要とするものを除く。）を行うことを要すると認める者（次条の措置を要すると認める者を除く。）

は、これを市町村に送致すること。 

四 第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事

務所に送致すること。 

 

五 保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又
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は市町村の長に報告し、又は通知すること。 

六 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に

報告すること。 

七 第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の

長に報告し、又は通知すること。 

八 放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、

子育て援助活動支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が

実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実

施に係る市町村の長に通知すること。 

② 前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭

環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、

参考となる事項を記載しなければならない。 

 

〔都道府県の措置〕 

第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定によ

る送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 

二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務

所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しく

は居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府

県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職

員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道

府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で

定める者に委託して指導させること。 

三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、

障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。 

四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致するこ

と。 

② 都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、

指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設（第四十二条第二号に規

定する医療型障害児入所施設に限る。）におけると同様な治療等を行うことを委託することができ

る。 

③ 都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を

採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。 

④ 第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者（第四十七条第一項の規定により親権を

行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。）又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、

その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。 

⑤ 都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他
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の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。 

⑥ 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置（第三項の規

定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。）

若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、

停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければな

らない。 

 

〔保護者からの隔離措置〕 

第二十八条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させること

が著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童

の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることが

できる。 

一 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条

第一項第三号の措置を採ること。 

二 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後

見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童

の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号

の措置を採ること。 

② 前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超

えてはならない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置（第二十七条第一項第二号の措

置をいう。以下この条並びに第三十三条第二項及び第九項において同じ。）の効果等に照らし、当該

措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童

の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を

更新することができる。 

③ 都道府県は、前項ただし書の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得

ない事情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまで

の間、引き続き当該措置を採ることができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、

当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限る。 

④ 家庭裁判所は、第一項第一号若しくは第二号ただし書又は第二項ただし書の承認（以下「措置に

関する承認」という。）の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係

る保護者に対する指導措置を採るよう勧告すること、当該申立てに係る保護者に対する指導措置に

関し報告及び意見を求めること、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関する必要な資料の

提出を求めることができる。 

⑤ 家庭裁判所は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を当該保護者に通知するものとす

る。 

⑥ 家庭裁判所は、措置に関する承認の申立てに対する承認の審判をする場合において、当該措置の

終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対する指導措置を採ることが相当である

と認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。 
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⑦ 家庭裁判所は、第四項の規定による勧告を行つた場合において、措置に関する承認の申立てを却

下する審判をするときであつて、家庭その他の環境の調整を行うため当該勧告に係る当該保護者に

対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよ

う勧告することができる。 

⑧ 第五項の規定は、前二項の規定による勧告について準用する。 
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【児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号）】 

（児童虐待の定義） 

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児

童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十八歳に満たない者をいう。以下同

じ。）について行う次に掲げる行為をいう。 

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人によ

る前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する

暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の身体

に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響

を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行

うこと。 

 

（児童虐待に係る通告） 

第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置す

る福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若し

くは児童相談所に通告しなければならない。 

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法第二十五条第一項の規定による通告とみなして、同法の規定

を適用する。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第

一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 

 

（通告又は送致を受けた場合の措置） 

第八条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたときは、

市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の

協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、

必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 

一 児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十五条の八第一号の規定

により当該児童を児童相談所に送致すること。 

二 当該児童のうち次条第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第九条第一項の規定

による立入り及び調査若しくは質問又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による

一時保護の実施が適当であると認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ通知すること。 

２ 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは

第二項第一号若しくは第二十五条の八第一号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要

に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会そ
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の他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採る

ものとする。 

一 児童福祉法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、

当該一時保護を行わせること。 

二 児童福祉法第二十六条第一項第三号の規定により当該児童のうち第六条第一項の規定による通告

を受けたものを市町村に送致すること。 

三 当該児童のうち児童福祉法第二十五条の八第三号に規定する保育の利用等（以下この号において

「保育の利用等」という。）が適当であると認めるものをその保育の利用等に係る都道府県又は市町

村の長へ報告し、又は通知すること。 

四 当該児童のうち児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に

規定する子育て短期支援事業、同条第五項に規定する養育支援訪問事業、同条第六項に規定する地域

子育て支援拠点事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、子ども・子育て支援法（平

成二十四年法律第六十五号）第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な

育成に資する事業の実施が適当であると認めるものをその事業の実施に係る市町村の長へ通知する

こと。 

３ 前二項の児童の安全の確認を行うための措置、市町村若しくは児童相談所への送致又は一時保護を

行う者は、速やかにこれを行うものとする。 

 

（出頭要求等） 

第八条の二 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保護

者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する

職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証

票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により当該児童の保護者の出頭を求めようとするときは、厚生労働省

令で定めるところにより、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日

時及び場所、同伴すべき児童の氏名その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の保護者が同項の規定による出頭の求めに応じない場合は、次条第一項の

規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問その他の

必要な措置を講ずるものとする。 

 

（立入調査等） 

第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の

福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせ

ることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったと

きは、これを提示させなければならない。 

２ 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問

は、児童福祉法第二十九条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入

り及び調査又は質問とみなして、同法第六十一条の五の規定を適用する。 
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（再出頭要求等） 

第九条の二 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正当な理由

なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、

妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該保護者

に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職

員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票

を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。 

２ 第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の求めについて準用する。 

 

（臨検、捜索等） 

第九条の三 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第一項の児童の保護者が正当な理

由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒

み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児童の安全の

確認を行い、又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児

童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ

発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させることがで

きる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による臨検又は捜索をさせるときは、児童の福祉に関する事務に従事

する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の許可状（以下「許可状」という。）を請求する場合においては、児童虐待

が行われている疑いがあると認められる資料、臨検させようとする住所又は居所に当該児童が現在す

ると認められる資料及び当該児童の保護者が第九条第一項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、

又は忌避したことを証する資料を提出しなければならない。 

４ 前項の請求があった場合においては、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべ

き場所又は捜索すべき児童の氏名並びに有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこ

れを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を

都道府県知事に交付しなければならない。 

５ 都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付して、第一項の規定によ

る臨検又は捜索をさせるものとする。 

６ 第一項の規定による臨検又は捜索に係る制度は、児童虐待が保護者がその監護する児童に対して行

うものであるために他人から認知されること及び児童がその被害から自ら逃れることが困難である等

の特別の事情から児童の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにかんがみ特に設

けられたものであることを十分に踏まえた上で、適切に運用されなければならない。 

 

（臨検又は捜索の夜間執行の制限） 

第九条の四 前条第一項の規定による臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載が

なければ、日没から日の出までの間には、してはならない。 
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２ 日没前に開始した前条第一項の規定による臨検又は捜索は、必要があると認めるときは、日没後ま

で継続することができる。 

 

（許可状の提示） 

第九条の五 第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索の許可状は、これらの処分を受ける者に提示

しなければならない。 

 

（身分の証明） 

第九条の六 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検若しくは

捜索又は同条第二項の規定による調査若しくは質問（以下「臨検等」という。）をするときは、その身

分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 

（臨検又は捜索に際しての必要な処分） 

第九条の七 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索

をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。 

 

（臨検等をする間の出入りの禁止） 

第九条の八 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等をする間は、何人に対しても、許可を受

けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。 

 

（責任者等の立会い） 

第九条の九 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索

をするときは、当該児童の住所若しくは居所の所有者若しくは管理者（これらの者の代表者、代理人

その他これらの者に代わるべき者を含む。）又は同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければな

らない。 

２ 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に

達した者又はその地の地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 

 

（警察署長に対する援助要請等） 

第十条 児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認を行おうとする場合、又は同項第一号の一

時保護を行おうとし、若しくは行わせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があ

ると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることが

できる。都道府県知事が、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問をさせ、又は臨検

等をさせようとする場合についても、同様とする。 

２ 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必

要に応じ迅速かつ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体の安全を

確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助
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するために必要な警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところ

による措置を講じさせるよう努めなければならない。 

 

（調書） 

第十条の二 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索

をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該

立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印をせず、又は署名押印

することができないときは、その旨を付記すれば足りる。 

 

（都道府県知事への報告） 

第十条の三 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等を終えたときは、その結果を都道府県

知事に報告しなければならない。 

 

（行政手続法の適用除外） 

第十条の四 臨検等に係る処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章の規定は、適

用しない。 

 

（行政手続法の適用除外） 

第十条の四 臨検等に係る処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章の規定は、適

用しない。 

 

（審査請求の制限） 

第十条の五 臨検等に係る処分については、審査請求をすることができない。 

 

（行政事件訴訟の制限） 

第十条の六 臨検等に係る処分については、行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）第三十七

条の四の規定による差止めの訴えを提起することができない。  
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【家事事件手続法（平成二十三年法律第五十二号）】 

（当事者能力及び手続行為能力の原則等） 

第十七条 当事者能力、家事事件の手続における手続上の行為（以下「手続行為」という。）をするこ

とができる能力（以下この項において「手続行為能力」という。）、手続行為能力を欠く者の法定代

理及び手続行為をするのに必要な授権については、民事訴訟法第二十八条、第二十九条、第三十一

条、第三十三条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定を準用する。 

２～３ （略） 

 

（裁判長による手続代理人の選任等） 

第二十三条 手続行為につき行為能力の制限を受けた者が第百十八条（この法律の他の規定において

準用する場合を含む。）又は第二百五十二条第一項の規定により手続行為をしようとする場合におい

て、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を手続代理人に選任することが

できる。 

２ 手続行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、

弁護士を手続代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を手続代理人に選任することができ

る。 

３ 前二項の規定により裁判長が手続代理人に選任した弁護士に対し手続行為につき行為能力の制限

を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。 

 

（手続の非公開） 

第三十三条 家事事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すこと

ができる。 

 

（審判事項） 

第三十九条 家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第一及び別表第二に掲げる事項並び

に同編に定める事項について、審判をする。 

 

（当事者参加） 

第四十一条 当事者となる資格を有する者は、当事者として家事審判の手続に参加することができる。 

２～４ （略） 

 

（利害関係参加） 

第四十二条 審判を受ける者となるべき者は、家事審判の手続に参加することができる。 

２ 審判を受ける者となるべき者以外の者であって、審判の結果により直接の影響を受けるもの又は

当事者となる資格を有するものは、家庭裁判所の許可を得て、家事審判の手続に参加することがで

きる。 

３ 家庭裁判所は、相当と認めるときは、職権で、審判を受ける者となるべき者及び前項に規定する
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者を、家事審判の手続に参加させることができる。 

４ （略） 

５ 家庭裁判所は、第一項又は第二項の規定により家事審判の手続に参加しようとする者が未成年者

である場合において、その者の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮してその者が当該家事

審判の手続に参加することがその者の利益を害すると認めるときは、第一項の規定による参加の申

出又は第二項の規定による参加の許可の申立てを却下しなければならない。 

６ 第一項の規定による参加の申出を却下する裁判（前項の規定により第一項の規定による参加の申

出を却下する裁判を含む。）に対しては、即時抗告をすることができる。 

７ 第一項から第三項までの規定により家事審判の手続に参加した者（以下「利害関係参加人」とい

う。）は、当事者がすることができる手続行為（家事審判の申立ての取下げ及び変更並びに裁判に対

する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く。）をすることができる。ただ

し、裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、利害関係

参加人が不服申立て又は異議の申立てに関するこの法律の他の規定によりすることができる場合に

限る。 

 

（記録の閲覧等） 

第四十七条 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対

し、家事審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事審判事

件に関する事項の証明書の交付（第二百八十九条第六項において「記録の閲覧等」という。）を請求

することができる。 

２ （略） 

３ 家庭裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあったときは、これを許可しなけ

ればならない。 

４ 家庭裁判所は、事件の関係人である未成年者の利益を害するおそれ、当事者若しくは第三者の私

生活若しくは業務の平穏を害するおそれ又は当事者若しくは第三者の私生活についての重大な秘密

が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、若しくはその者の

名誉を著しく害するおそれがあると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同項の申立てを

許可しないことができる。事件の性質、審理の状況、記録の内容等に照らして当該当事者に同項の

申立てを許可することを不適当とする特別の事情があると認められるときも、同様とする。 

５ 家庭裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第一項又は第二項の規定による許可の申立てがあ

った場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。 

６～10 （略） 

 

（申立ての方式等） 

第四十九条 家事審判の申立ては、申立書（以下「家事審判の申立書」という。）を家庭裁判所に提出

してしなければならない。 

２ 家事審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 当事者及び法定代理人 
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二 申立ての趣旨及び理由 

３～６ （略） 

 

（事件の関係人の呼出し） 

第五十一条 家庭裁判所は、家事審判の手続の期日に事件の関係人を呼び出すことができる。 

２ 呼出しを受けた事件の関係人は、家事審判の手続の期日に出頭しなければならない。ただし、や

むを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。 

３ 前項の事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、五万円以下の過料に処

する。 

 

（事実の調査及び証拠調べ等） 

第五十六条 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める

証拠調べをしなければならない。 

２ 当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するもの

とする。 

 

（家庭裁判所調査官による事実の調査） 

第五十八条 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。 

２ （略） 

３ 家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。 

４ 家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。 

 

（裁判所技官による診断等） 

第六十条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師である裁判所技官に事件の関係人の心身

の状況について診断をさせることができる。 

２ （略） 

 

（事実の調査の嘱託等） 

第六十一条 家庭裁判所は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事実の調査を嘱託することができる。 

２～４ （略） 

 

（調査の嘱託等） 

第六十二条 家庭裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信

託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必

要な報告を求めることができる。 

 

（事実の調査の通知） 

第六十三条 家庭裁判所は、事実の調査をした場合において、その結果が当事者による家事審判の手
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続の追行に重要な変更を生じ得るものと認めるときは、これを当事者及び利害関係参加人に通知し

なければならない。 

 

（証拠調べ） 

第六十四条 家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六

節までの規定（同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十七条から第百八十九条まで、第二百七

条第二項、第二百八条、第二百二十四条（同法第二百二十九条第二項及び第二百三十二条第一項に

おいて準用する場合を含む。）及び第二百二十九条第四項の規定を除く。）を準用する。 

２ 前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。 

３ 当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、二十万円以下の過料に処する。 

一 第一項において準用する民事訴訟法第二百二十三条第一項（同法第二百三十一条において準用

する場合を含む。）の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第一項において

準用する同法第二百三十二条第一項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提

示の命令に従わないとき。 

二 書証を妨げる目的で第一項において準用する民事訴訟法第二百二十条（同法第二百三十一条に

おいて準用する場合を含む。）の規定により提出の義務がある文書（同法第二百三十一条に規定す

る文書に準ずる物件を含む。）を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、

又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにし

たとき。 

４ 当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。 

一 正当な理由なく第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項（同法第二百三十一

条において準用する場合を含む。）において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提

出の命令に従わないとき。 

二 対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他

の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。 

三 第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第三項（同法第二百三十一条において準用

する場合を含む。）の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の

用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。 

５ 家庭裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、家事審判の手続の期日に出

頭することを命ずることができる。 

６ 民事訴訟法第百九十二条から第百九十四条までの規定は前項の規定により出頭を命じられた当事

者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第二百九条第一項及び第二項の規定は出頭した

当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだ場合について準用する。 

 

第六十五条 家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子（未

成年被後見人を含む。以下この条において同じ。）がその結果により影響を受ける家事審判の手続に

おいては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を

把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮し
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なければならない。 

 

（審判） 

第七十三条 家庭裁判所は、家事審判事件が裁判をするのに熟したときは、審判をする。 

２ 家庭裁判所は、家事審判事件の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について審判をす

ることができる。手続の併合を命じた数個の家事審判事件中その一が裁判をするのに熟したときも、

同様とする。 

 

（審判の告知及び効力の発生等） 

第七十四条 審判は、特別の定めがある場合を除き、当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以

外の審判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。 

２ 審判（申立てを却下する審判を除く。）は、特別の定めがある場合を除き、審判を受ける者（審判

を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人）に告知することによってその効力を生ずる。ただ

し、即時抗告をすることができる審判は、確定しなければその効力を生じない。 

３ 申立てを却下する審判は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。 

４ 審判は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。 

５ 審判の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。 

 

（審判の方式及び審判書） 

第七十六条 審判は、審判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができな

い審判については、家事審判の申立書又は調書に主文を記載することをもって、審判書の作成に代

えることができる。 

２ 審判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 主文 

二 理由の要旨 

三 当事者及び法定代理人 

四 裁判所 

 

（家事審判の申立ての取下げ） 

第八十二条 家事審判の申立ては、特別の定めがある場合を除き、審判があるまで、その全部又は一

部を取り下げることができる。 

２ 別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立ては、審判が確定するまで、その全部又は一部

を取り下げることができる。ただし、申立ての取下げは、審判がされた後にあっては、相手方の同

意を得なければ、その効力を生じない。 

３ 前項ただし書及び第百五十三条（第百九十九条において準用する場合を含む。）の規定により申立

ての取下げについて相手方の同意を要する場合においては、家庭裁判所は、相手方に対し、申立て

の取下げがあったことを通知しなければならない。ただし、申立ての取下げが家事審判の手続の期

日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。 
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４ 前項本文の規定による通知を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、申立て

の取下げに同意したものとみなす。同項ただし書の規定による場合において、申立ての取下げがあ

った日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。 

５ 民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第二百六十二条第一項の規定は、家事審判の申立ての取下

げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第三項ただし書中「口頭弁論、弁論

準備手続又は和解の期日（以下この章において「口頭弁論等の期日」という。）」とあるのは、「家事

審判の手続の期日」と読み替えるものとする。 

 

（即時抗告をすることができる審判） 

第八十五条 審判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。 

２ 手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。 

 

（即時抗告期間） 

第八十六条 審判に対する即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、二週間の不変期間内にしなけ

ればならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。 

２ 即時抗告の期間は、特別の定めがある場合を除き、即時抗告をする者が、審判の告知を受ける者

である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあ

っては申立人が審判の告知を受けた日（二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日）から、それ

ぞれ進行する。 

 

（抗告状の写しの送付等） 

第八十八条 審判に対する即時抗告があった場合には、抗告裁判所は、即時抗告が不適法であるとき

又は即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者及び利害関係参加人（抗

告人を除く。）に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。ただし、抗告審における手続の円

滑な進行を妨げるおそれがあると認められる場合には、即時抗告があったことを通知することをも

って、抗告状の写しの送付に代えることができる。 

２ 裁判長は、前項の規定による抗告状の写しの送付又はこれに代わる通知の費用の予納を相当の期

間を定めて抗告人に命じた場合において、その予納がないときは、命令で、抗告状を却下しなけれ

ばならない。 

 

（家事審判の手続の規定及び民事訴訟法の準用等） 

第九十三条 審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合

を除き、前節第一款から第八款までの規定（第四十条、第四十一条第四項、第四十二条第六項、第

四十三条第二項、第四十四条第二項、第四十七条第八項から第十項まで、第四十八条、第四十九条

第六項、第六十六条、第六十七条第四項、第七十四条第二項ただし書、第四項及び第五項、第七十

六条第一項ただし書、第七十七条第三項から第五項まで、第七十八条第四項、第八十一条第三項並

びに第八十三条の規定を除く。）、第四節の規定（第百五条第二項、第百十条、第百十一条及び第百

十三条の規定を除く。）及び次章の規定（家庭裁判所の管轄及び即時抗告に関する規定を除く。）を
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準用する。この場合において、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」と

あるのは、「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」

と読み替えるものとする。 

２ 抗告裁判所は、第八十八条第一項の規定による抗告状の写しの送付及びこれに代わる即時抗告が

あったことの通知をすることを要しないときは、前項において準用する第七十一条の規定による審

理の終結の手続を経ることなく、即時抗告を却下し、又は棄却することができる。 

３ 民事訴訟法第二百八十三条、第二百八十四条、第二百九十二条、第二百九十八条第一項、第二百

九十九条第一項、第三百二条、第三百三条及び第三百五条から第三百八条までの規定は、審判に対

する即時抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第二百九十

二条第二項中「第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条」とあるのは「家

事事件手続法第八十二条第五項及び第八十三条」と、同法第三百三条第五項中「第百八十九条」と

あるのは「家事事件手続法第二百九十一条」と読み替えるものとする。 

 

（手続行為能力） 

第百十八条 次に掲げる審判事件（第一号、第四号及び第六号の審判事件を本案とする保全処分につ

いての審判事件を含む。）においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人は、第十七条第

一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手

続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人（手続行為をすることにつきその補助

人の同意を得ることを要するものに限る。）であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しく

は補助監督人の同意がない場合も、同様とする。 

一～十 （略） 

 

  第二十三節 児童福祉法に規定する審判事件 

（管轄） 

第二百三十四条 都道府県の措置についての承認の審判事件（別表第一の百二十七の項の事項につい

ての審判事件をいう。次条において同じ。）、都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判事

件（同表の百二十八の項の事項についての審判事件をいう。同条において同じ。）及び児童相談所長

又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判事件（同表の百二十八の二の項の

事項についての審判事件をいう。同条において同じ。）は、児童の住所地を管轄する家庭裁判所の管

轄に属する。 

 

（手続行為能力） 

第二百三十五条 第百十八条の規定は、都道府県の措置についての承認の審判事件、都道府県の措置

の期間の更新についての承認の審判事件及び児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保

護についての承認の審判事件における児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者、児童の未

成年後見人及び児童について準用する。 

 

（陳述及び意見の聴取） 
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第二百三十六条 家庭裁判所は、都道府県の措置についての承認、都道府県の措置の期間の更新につ

いての承認又は児童相談所長若しくは都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の申立

てについての審判をする場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明ら

かなときを除き、前条に規定する者（児童にあっては、十五歳以上のものに限る。）の陳述を聴かな

ければならない。 

２ 前項の場合において、家庭裁判所は、申立人に対し、児童を現に監護する者、児童に対し親権を

行う者及び児童の未成年後見人の陳述に関する意見を求めることができる。 

 

（審判の告知） 

第二百三十七条 都道府県の措置についての承認、都道府県の措置の期間の更新についての承認又は

児童相談所長若しくは都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判は、第七十四条

第一項に規定する者のほか、児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後

見人に告知しなければならない。 

 

（即時抗告） 

第二百三十八条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることが

できる。 

一 都道府県の措置についての承認の審判 児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び

児童の未成年後見人 

二 都道府県の措置についての承認の申立てを却下する審判 申立人 

三 都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判 児童を現に監護する者、児童に対し親権

を行う者及び児童の未成年後見人 

四 都道府県の措置の期間の更新についての承認の申立てを却下する審判 申立人 

五 児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判 児童を現に

監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人 

六 児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の申立てを却下する

審判 申立人 

 

別表第一（抄） 

項 事項 根拠となる法律の規定 

児童福祉法 

百二十七 都道府県の措置についての承

認 
児童福祉法（昭和二十二年法律第百六

十四号）第二十八条第一項第一号及び

第二号ただし書 

百二十八 都道府県の措置の期間の更新

についての承認 
児童福祉法第二十八条第二項ただし書 
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百二十八の

二 
児童相談所長又は都道府県知

事の引き続いての一時保護に

ついての承認 

児童福祉法第三十三条第五項 
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【家事事件手続規則（平成二十四年最高裁判所規則第八号）】 

（当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項） 

第一条 申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げ

る事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものとする。 

一 当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 

二 事件の表示 

三 附属書類の表示 

四 年月日 

五 裁判所の表示 

２ 前項の規定にかかわらず、当事者、利害関係参加人又は代理人からその住所を記載した同項の書面

が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要

しない。 

 

（裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出） 

第二条 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することに

より提出することができる。 

一 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の規定により手数料を納付しなけれ

ばならない申立てに係る書面 

二 その提出により家事事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面（前号に該当する書面

を除く。） 

三 法定代理権、家事事件の手続における手続上の行為（第十五条において「手続行為」という。）

をするのに必要な授権又は手続代理人の権限を証明する書面その他の家事事件の手続上重要な事

項を証明する書面 

四 特別抗告の抗告理由書又は家事事件手続法（平成二十三年法律第五十二号。以下「法」という。）

第九十七条第二項（法第百二条及び第二百八十八条において準用する場合を含む。）の申立てに係

る理由書 

２ ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が裁判所に提

出されたものとみなす。 

３ 裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用

した書面を提出させることができる。 

 

（裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供等） 

第三条 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載されている

情報の内容を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下この項において同じ。）を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、

当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
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信の技術を利用する方法をいう。）であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求め

ることができる。 

２ 裁判所は、申立書その他の書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは、当該書

面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることが

できる。 

 

（公告の方法等） 

第四条 公告は、特別の定めがある場合を除き、裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所

に掲示し、かつ、官報に掲載してする。 

２ 公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。 

 

（申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用） 

第五条 民事訴訟規則（平成八年最高裁判所規則第五号）第一条の規定は家事事件の手続における申立

てその他の申述の方式について、同規則第四条の規定は家事事件の手続における催告及び通知につ

いて、同規則第五条の規定は家事事件の手続における書類の記載の仕方について準用する。 

 

（法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出等・法第十七条） 

第十五条 家事事件の手続における法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出について

は民事訴訟規則第十四条の規定を、家事事件の手続における法定代理権及び手続行為をするのに必

要な授権の証明については同規則第十五条前段の規定を準用する。 

 

（法定代理権の消滅の届出・法第二十条） 

第十六条 法第二十条の規定による通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならな

い。 

２ 法別表第二に掲げる事項についての審判事件及び家事調停事件以外の家事事件において法定代理

権が消滅したときは、本人又は代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。 

 

（法人の代表者等への準用・法第二十一条） 

第十七条 法人の代表者及び法人でない社団又は財団で当事者能力を有するものの代表者又は管理人

については、この規則中法定代理及び法定代理人に関する規定を準用する。 

 

（手続代理人の代理権の証明等・法第二十二条等） 

第十八条 手続代理人の権限は、書面で証明しなければならない。 

２ 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を

受けるべきことを手続代理人に命ずることができる。 

３ 法第二十五条の規定により他方の当事者に通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なけ

ればならない。 

４ 法第二十五条の規定による裁判所に対する通知は、書面でしなければならない。 
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（受命裁判官又は受託裁判官の期日指定・法第三十四条） 

第二十二条 受命裁判官又は受託裁判官が行う家事事件の手続の期日は、その裁判官が指定する。 

 

（期日変更の制限・法第三十四条） 

第二十三条 家事事件の手続の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては、してはならない。ただし、

やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 

一 当事者又は利害関係参加人の一人につき手続代理人が数人ある場合において、その一部の代理

人について変更の事由が生じたこと。 

二 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。 

 

（参加の申出の方式等・法第四十一条等） 

第二十七条 法第四十一条第三項の書面には、家事審判の手続に参加する者が同条第一項又は第二項

に規定する者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。 

２ 法第四十一条第一項の規定による参加の申出があった場合には、当該申出を却下する裁判があっ

たときを除き、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。 

３ 法第四十一条第二項の規定による参加の裁判があったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者及

び利害関係参加人に通知しなければならない。 

４ 第一項の規定は法第四十二条第四項において準用する法第四十一条第三項の書面について、第二

項の規定は法第四十二条第一項の規定による参加の申出があった場合について、前項の規定は同条

第二項の規定による参加の許可の裁判又は同条第三項の規定による参加の裁判があった場合につい

て準用する。この場合において、第一項中「同条第一項又は第二項」とあるのは、「法第四十二条第

一項又は第二項」と読み替えるものとする。 

 

（期日調書の形式的記載事項・法第四十六条等） 

第三十一条 法第四十六条及び第百十四条第一項の調書（以下「期日調書」という。）には、次に掲げ

る事項を記載しなければならない。 

一 事件の表示 

二 裁判官及び裁判所書記官の氏名 

三 出頭した当事者、利害関係参加人、代理人、補佐人、通訳人及びその他の関係人の氏名 

四 期日の日時及び場所 

２ 期日調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければならない。 

３ 前項の場合において、裁判長に支障があるときは、陪席裁判官がその事由を付記して認印しなけれ

ばならない。裁判官に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記載すれば足りる。 

 

（期日調書の実質的記載事項・法第四十六条等） 

第三十二条 期日調書には、手続の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。 

一 申立ての趣旨又は理由の変更及び申立ての取下げ 
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二 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述 

三 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由 

四 検証の結果 

五 裁判長が記載を命じた事項及び当事者の請求により記載を許した事項 

六 書面を作成しないでした裁判 

２ 前項の規定にかかわらず、家事審判の手続が裁判によらないで完結した場合には、裁判長の許可を

得て、証人、当事者本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の記載を省略することができる。ただ

し、当事者が家事審判の手続の完結を知った日から一週間以内にその記載をすべき旨の申出をした

ときは、この限りでない。 

３ 期日調書には、手続の要領のほか、当事者及び利害関係参加人による書面の提出の予定その他手続

の進行に関する事項を記載することができる。 

 

（期日及び期日調書に関する民事訴訟規則の準用・法第四十六条等） 

第三十三条 民事訴訟規則第六十八条から第七十七条までの規定は、家事審判の手続の期日及び期日

調書について準用する。この場合において、同規則第六十八条第一項中「前条（口頭弁論調書の実

質的記載事項）第一項」とあるのは「家事事件手続規則第三十二条第一項」と、同規則第七十四条

第一項第三号中「上訴の提起又は上告受理」とあるのは「審判に対する即時抗告若しくは特別抗告

の提起又は家事事件手続法第九十七条第二項」と、同規則第七十七条中「法廷」とあるのは「家事

審判の手続の期日」と読み替えるものとする。 

 

（家事審判事件の記録の正本等の様式・法第四十七条） 

第三十四条 家事審判事件の記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、

裁判所書記官が記名押印しなければならない。 

 

（家事審判事件の記録の閲覧等の許可・法第四十七条） 

第三十五条 家事審判事件の記録の閲覧等（法第四十七条第一項に規定する記録の閲覧等をいう。以下

この条において同じ。）を許可する裁判においては、当該事件の記録中記録の閲覧等を許可する部分

を特定しなければならない。 

 

 

（家事審判の申立書の記載事項等・法第四十九条） 

第三十七条 家事審判の申立書には、申立ての趣旨及び申立ての理由（申立てを特定するのに必要な事

実をいう。次項において同じ。）を記載するほか、事件の実情を記載しなければならない。 

２ 申立ての理由及び事件の実情についての証拠書類があるときは、その写しを家事審判の申立書に

添付しなければならない。 

３ 家庭裁判所は、家事審判の申立てをした者又はしようとする者に対し、家事審判の申立書及び前項

の証拠書類の写しのほか、当該申立てに係る身分関係についての資料その他家事審判の手続の円滑

な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。 
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（家事審判の申立書の補正の促し・法第四十九条） 

第三十八条 裁判長は、家事審判の申立書の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に

命じて行わせることができる。 

 

（家事審判の申立書の却下の命令に対する即時抗告・法第四十九条等） 

第三十九条 家事審判の申立書の却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された家

事審判の申立書を添付しなければならない。 

 

（事実の調査・法第五十六条等） 

第四十四条 事実の調査は、必要に応じ、事件の関係人の性格、経歴、生活状況、財産状態及び家庭環

境その他の環境等について、医学、心理学、社会学、経済学その他の専門的知識を活用して行うよ

うに努めなければならない。 

２ 事実の調査については、裁判所書記官は、その要旨を家事審判事件の記録上明らかにしておかなけ

ればならない。 

 

（裁判所の嘱託の手続・法第六十一条等） 

第四十五条 裁判所がする事実の調査及び証拠調べに関する嘱託の手続は、特別の定めがある場合を

除き、裁判所書記官がする。 

 

（証拠調べ・法第六十四条） 

第四十六条 家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟規則第二編第三章第一節から第

六節までの規定（同規則第九十九条第二項、第百条、第百一条、第百二十一条及び第百三十九条の

規定を除く。）を準用する。この場合において、これらの規定中「直送」とあるのは「家事事件手続

規則第二十六条第一項の直送」と、同規則第百二十九条の二中「口頭弁論若しくは弁論準備手続の

期日又は進行協議期日」とあるのは「家事審判の手続の期日」と、同規則第百四十条第三項中「第

九十九条（証拠の申出）第二項」とあるのは「家事事件手続規則第四十六条第三項」と読み替える

ものとする。 

２ 法第六十四条第五項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合には、

民事訴訟規則第百十一条の規定は、前項において準用する同規則第百二十七条ただし書の規定にか

かわらず、当該当事者の勾引について準用する。 

３ 当事者等が第一項において準用する民事訴訟規則第九十九条第一項の証拠の申出を記載した書面

を裁判所に提出する場合には、当該書面について直送をしなければならない。 

４ 裁判長は、必要があると認めるときは、第一項の証拠調べの期日において参与員、家庭裁判所調査

官又は医師である裁判所技官が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許す

ことができる。 

 

（審判確定証明書等・法第七十四条等） 
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第四十九条 家庭裁判所の裁判所書記官は、法第四十七条第一項又は第六項の規定による請求により、

家事審判事件の記録に基づいて審判の確定についての証明書を交付する。 

２ 家事審判事件がなお抗告審に係属中であるときは、前項の規定にかかわらず、当該家事審判事件の

記録の存する裁判所の裁判所書記官が、審判の確定した部分のみについて同項の証明書を交付する。 

３ 前二項の規定は、審判以外の裁判について準用する。 

 

（審判の方式等・法第七十六条等） 

第五十条 審判書には、審判をした裁判官が記名押印しなければならない。 

２ 合議体の構成員である裁判官が審判書に記名押印することに支障があるときは、他の裁判官が審

判書にその事由を付記して記名押印しなければならない。 

３ 審判の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を家事審判事件の記録上明ら

かにしなければならない。 

４ 前三項の規定は、審判以外の裁判について準用する。 

 

（家事審判の申立ての取下げがあった場合の取扱い・法第八十二条等） 

第五十二条 家事審判の申立ての取下げがあった場合において、相手方の同意を要しないときは、裁判

所書記官は、申立ての取下げがあった旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。 

２ 家事審判の申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合において、相手方が申立ての取下

げに同意したとき（法第八十二条第四項の規定により同意したものとみなされた場合を含む。）は、

裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。 

３ 第一項の規定は、法第八十三条の規定により家事審判の申立ての取下げがあったものとみなされ

た場合について準用する。 

 

（抗告状の写しの添付・法第八十八条） 

第五十四条 審判に対する即時抗告をするときは、抗告状には、原審における当事者及び利害関係参加

人（抗告人を除く。）の数と同数の写しを添付しなければならない。 

 

（原審判の取消事由等を記載した書面） 

第五十五条 審判に対する即時抗告をする場合において、抗告状に原審判の取消し又は変更を求める

事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、即時抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した

書面を原裁判所に提出しなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の書面について準用する。 

 

（抗告裁判所への事件送付） 

第五十六条 審判に対する即時抗告があった場合には、原裁判所は、抗告却下の審判をしたときを除

き、遅滞なく、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。 

２ 前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、抗告裁判所の裁判所書記官に対し、

家事審判事件の記録を送付してしなければならない。 
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（原裁判所の意見） 

第五十七条 審判（法別表第二に掲げる事項についての審判を除く。）に対する即時抗告があった場合

において、抗告裁判所に事件を送付するときは、原裁判所は、抗告事件についての意見を付さなけ

ればならない。 

 

（原審判の取消事由等を記載した書面の写しの送付・法第八十八条） 

第五十八条 抗告裁判所は、原裁判所から事件の送付を受けた場合には、即時抗告が不適法であるとき

又は即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者及び利害関係参加人（抗

告人を除く。）に対し、第五十五条第一項の書面（即時抗告の提起後十四日以内に提出されたものに

限る。）の写しを送付しなければならない。ただし、抗告審における手続の円滑な進行を妨げるおそ

れがあると認められる場合は、この限りでない。 

 

（審判書の引用・法第九十一条） 

第五十九条 抗告審の決定書における理由の要旨の記載は、審判書を引用してすることができる。 

 

（家事審判の手続の規定及び民事訴訟規則の準用・法第九十三条） 

第六十条 審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を

除き、前節第一款から第七款までの規定（第三十九条並びに第五十二条第一項及び第三項の規定を

除く。）、第四節の規定及び次章の規定を準用する。 

２ 民事訴訟規則第百七十三条、第百七十七条及び第百八十五条の規定は、審判に対する即時抗告及び

その抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同規則第百七十三条第三項及び第

百七十七条第二項中「相手方」とあるのは、「原審における当事者及び利害関係参加人」と読み替え

るものとする。  
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【日本国憲法】 

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 

 

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由

となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 

 

第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 

② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審

は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で

保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 
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【刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）】 

【逮捕状による逮捕の要件】 

第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相

当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

ただし、三十万円（刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪

以外の罪については、当分の間、二万円）以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑

者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場

合に限る。 

② 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又

は司法警察員（警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定

する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。）の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、

明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。 

③ 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてそ

の被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければ

ならない。 

 

【逮捕状の方式】 

第二百条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の

場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならな

い旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印し

なければならない。 

② 第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。 

 

【逮捕状による逮捕の手続】 

第二百一条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。 

② 第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。 

 

【検察官・司法警察員への引致】 

第二百二条 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官

はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。 

 

【緊急逮捕】 

第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若

しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官

の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この

場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないとき

は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 
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② 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。 

 

【緊急逮捕と準用規定】 

第二百十一条 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が

逮捕された場合に関する規定を準用する。 

 

【通常抗告と執行停止】 

第四百二十四条 抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁

判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。 

② 抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。 

 

【抗告に対する決定】 

第四百二十六条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告

を棄却しなければならない。 

② 抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなけれ

ばならない。 

 

【再抗告の禁止】 

第四百二十七条 抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。 

 

【準抗告】 

第四百二十九条 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がし

た裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判

所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。 

一 忌避の申立を却下する裁判 

二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判 

三 鑑定のため留置を命ずる裁判 

四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判 

五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判 

② 第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 

③ 第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。 

④ 第一項第四号又は第五号の裁判の取消又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にこ

れをしなければならない。 

⑤ 前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。 

 

【同前】 

第四百三十条 検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収若しくは押収物の還付

に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所に
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その処分の取消又は変更を請求することができる。 

② 司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁

判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。 

③ 前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。 

 

【準抗告の手続】 

第四百三十一条 前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。 

 

【同前】 

第四百三十二条 第四百二十四条、第四百二十六条及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条及

び第四百三十条の請求があつた場合にこれを準用する。 
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【刑事訴訟規則（昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号）】 

（令状請求の方式） 

第百三十九条 令状の請求は、書面でこれをしなければならない。 

２ 逮捕状の請求書には、謄本一通を添附しなければならない。 

 

（令状請求の却下） 

第百四十条 裁判官が令状の請求を却下するには、請求書にその旨を記載し、記名押印してこれを請求

者に交付すれば足りる。 

 

（令状請求書の返還） 

第百四十一条 裁判官は、令状を発し、又は令状の請求を却下したときは、前条の場合を除いて、速や

かに令状の請求書を請求者に返還しなければならない。 

 

（逮捕状請求権者の指定、変更の通知） 

第百四十一条の二 国家公安委員会又は都道府県公安委員会は、法第百九十九条第二項の規定により

逮捕状を請求することができる司法警察員を指定したときは、国家公安委員会においては最高裁判

所に、都道府県公安委員会においてはその所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知しなければ

ならない。その通知の内容に変更を生じたときも、同様である。 

 

（逮捕状請求書の記載要件） 

第百四十二条 逮捕状の請求書には、次に掲げる事項その他逮捕状に記載することを要する事項及び

逮捕状発付の要件たる事項を記載しなければならない。 

一 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居 

二 罪名及び被疑事実の要旨 

三 被疑者の逮捕を必要とする事由 

四 請求者の官公職氏名 

五 請求者が警察官たる司法警察員であるときは、法第百九十九条第二項の規定による指定を受け

た者である旨 

六 七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由 

七 逮捕状を数通必要とするときは、その旨及び事由 

八 同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の

請求又はその発付があつたときは、その旨及びその犯罪事実 

２ 被疑者の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被疑者を特定するに足りる事項でこれを

指定しなければならない。 

３ 被疑者の年齢、職業又は住居が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。 

 

（資料の提供） 
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第百四十三条 逮捕状を請求するには、逮捕の理由（逮捕の必要を除く逮捕状発付の要件をいう。以

下同じ。）及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない。 

 

（逮捕状請求者の陳述聴取等） 

第百四十三条の二 逮捕状の請求を受けた裁判官は、必要と認めるときは、逮捕状の請求をした者の

出頭を求めてその陳述を聴き、又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる。 

 

（明らかに逮捕の必要がない場合） 

第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被

疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞が

なく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求

を却下しなければならない。 

 

（逮捕状の記載要件） 

第百四十四条 逮捕状には、請求者の官公職氏名をも記載しなければならない。 

 

（逮捕状の作成） 

第百四十五条 逮捕状は、逮捕状請求書及びその記載を利用してこれを作ることができる。 

 

（数通の逮捕状） 

第百四十六条 逮捕状は、請求により、数通を発することができる。 
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【犯罪捜査規範（昭和三十二年国家公安委員会規則第二号）】 

（通常逮捕状の請求） 

第百十九条 刑訴法第百九十九条の規定による逮捕状（以下「通常逮捕状」という。）の請求は、同条

第二項の規定に基き、公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員（以下「指定司法警

察員」という。）が、責任をもつてこれに当らなければならない。 

２ 指定司法警察員が通常逮捕状を請求するに当つては、順を経て警察本部長または警察署長に報告

し、その指揮を受けなければならない。ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、

請求後、すみやかにその旨を報告するものとする。 

 

（緊急逮捕状の請求） 

第百二十条 刑訴法第二百十条の規定による逮捕状（以下「緊急逮捕状」という。）は、指定司法警察

員または当該逮捕に当つた警察官がこれを請求するものとする。ただし、指定司法警察員がいない

ときは、他の司法警察員たる警察官が請求してもさしつかえない。 

２ 緊急逮捕した被疑者の身柄の処置については、順を経て警察本部長または警察署長に報告し、そ

の指揮を受けなければならない。 

３ 被疑者を緊急逮捕した場合は、逮捕の理由となつた犯罪事実がないこともしくはその事実が罪と

ならないことが明らかになり、または身柄を留置して取り調べる必要がないと認め、被疑者を釈放

したときにおいても、緊急逮捕状の請求をしなければならない。 

 

（逮捕状請求の疎明資料） 

第百二十二条 通常逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が

あること及び逮捕の必要があることを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料を添

えて行わなければならない。ただし、刑訴法第百九十九条第一項ただし書に規定する罰金、拘留又

は科料に当たる罪について通常逮捕状を請求するときは、更に、被疑者が定まつた住居を有しない

こと又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じないことを疎明する資料を添えて行わなければな

らない。 

２ 緊急逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があつたこと、

逮捕の必要があつたこと及び急速を要し逮捕状を求めることができない理由があつたことを疎明す

る逮捕手続書、被害届その他の資料を添えて行わなければならない。 

 

（請求のための出頭） 

第百二十三条 逮捕状を請求するに当つては、なるべくその事件の捜査に当つた警察官が裁判官のも

とに出頭しなければならない。 

２ 裁判官から特に当該逮捕状を請求した者の出頭を求められたときは、当該請求者が自ら出頭して、

陳述し、または書類その他の物の提示に当らなければならない。  
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【警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）】 

（保護） 

第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当す

ることが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見し

たときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければな

らない。 

一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者 

二 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者（本人

がこれを拒んだ場合を除く。） 

２ 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人そ

の他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任あ

る家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉の

ための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き

継がなければならない。 

３ 第一項の規定による警察の保護は、二十四時間をこえてはならない。但し、引き続き保護するこ

とを承認する簡易裁判所（当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をい

う。以下同じ。）の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。 

４ 前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場

合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて五日をこえてはならない。この

許可状には已むを得ないと認められる事情を明記しなければならない。 

５ 警察官は、第一項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の

時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。 
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【配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成十三年法律第

三十一号）】 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に

対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下

この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者

からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対

する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受け

た者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫

を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であ

った者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体に重

大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に

危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対

し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立て

の時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、

又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去

すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配

偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを

命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファク

シミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ

装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知
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り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的

羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並び

に第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年

の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同

居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認

めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て

により、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効

力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの

間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、

就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校

その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、

当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密

接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及

び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又

は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と

面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規

定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危

害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定

による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配

偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において当

該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近

をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同

意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）

がある場合に限り、することができる。 

 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がな

いとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもするこ

とができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 
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（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶

者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認

めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子

に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があ

ると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認め

るに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合

には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書

面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付し

なければならない。 

 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これ

を発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達するこ

とができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当

該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保

護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとす

る。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やか

に応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署

の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定
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により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論

を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日に

おける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居

所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イ

からニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及

びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が

記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知す

るものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があること

につき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を

生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間

は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同

条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の

停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第

四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなけれ

ばならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によ

りその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速や

かに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとす

る。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合に

ついて準用する。 
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（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、

当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定

による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後にお

いて、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週

間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立

てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により

当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 

 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理

由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による

命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居

しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生

ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができないことそ

の他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命

令を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障

を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の

部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第

一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げ

る事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる

事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若し

くは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求するこ

とができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び

出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りで

ない。 

 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人が

その職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支

局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合
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を含む。）の認証を行わせることができる。 

 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質

に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所

規則で定める。 
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【配偶者暴力等に関する保護命令手続規則（平成一三年最高裁判所規則第七号）】 

（保護命令の申立書の記載事項等・法第十二条） 

第一条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成十三年法律第三十一号。以下

「法」という。）第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申

立書（法第十二条第一項の書面をいう。）には、法第十二条第一項各号（法第十八条第二項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければなら

ない。 

一 当事者の氏名及び住所 

二 代理人の氏名及び住所 

三 申立ての趣旨及び理由 

四 法第十条第三項に規定する子の氏名及び出生の年月日（同項の規定による命令の申立てをする

場合に限る。） 

五 法第十条第四項に規定する親族等の氏名及び被害者との関係並びに当該親族等が被害者の子で

ある場合には出生の年月日（同項の規定による命令の申立てをする場合に限る。） 

六 保護命令の申立てに係る事件（以下「保護命令事件」という。）のうち、既に係属するもの（法

第十条第一項第一号の規定による命令の申立てをした後に同条第二項から第四項までの規定に

よる命令の申立てをする場合に限る。）又は既に保護命令が発せられたもの（当該保護命令の申立

ての理由となった配偶者からの身体に対する暴力若しくは生命等に対する脅迫と同一の事実を

理由として再度の申立てをする場合又は法第十条第一項第一号の規定による命令が発せられた

後に同条第二項から第四項までの規定による命令の申立てをする場合に限る。）の表示 

２ 法第十条第三項ただし書に規定する子の同意及び同条第五項に規定する親族等の同意は、書面で

しなければならない。 

３ 次に掲げる書面は、第一項の申立書に添付しなければならない。 

一 前項の書面 

二 法第十条第五項の規定により法定代理人が同意をするときは、代理権を証する書面 

 

（保護命令事件における期日の呼出し） 

第二条 裁判所書記官は、保護命令事件において口頭弁論又は審尋の期日の呼出しがされたときは、そ

の旨及び呼出しの方法を記録上明らかにしなければならない。 

 

（保護命令事件における調書の省略等） 

第三条 第十条において準用する民事訴訟規則（平成八年最高裁判所規則第五号）第六十七条第一項の

規定にかかわらず、保護命令事件における口頭弁論の調書については、裁判長の許可を得て、証人、

鑑定人若しくは当事者本人の陳述又は検証の結果の記載を省略することができる。 

２ 前項の規定により調書の記載を省略する場合において、裁判長の命令又は当事者の申出があると

きは、裁判所書記官は、録音装置を使用して同項の陳述を録取しなければならない。この場合にお

いて、当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、録音体の複製を許さなければならない。 
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３ 前項の録音体又はその複製物は、当事者の裁判上の利用にのみ供するものとする。 

４ 民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第百六十条第一項（第十条において準用する民事訴訟規則第

七十八条において準用する場合に限る。）の規定にかかわらず、保護命令事件における審尋の調書は、

作成することを要しない。ただし、当該審尋の期日において、保護命令の言渡し若しくは保護命令

の申立ての取下げがされたとき又は裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。 

 

（保護命令事件における主張書面の提出及び書証の申出の方法等） 

第四条 保護命令事件において当事者の主張を記載した書面（以下「主張書面」という。）の提出をす

るには、これと同時に、当該主張書面の写し一通を提出しなければならない。ただし、やむを得な

い事由があるときは、裁判所の定める期間内に提出すれば足りる。 

２ 保護命令事件において文書を提出して書証の申出をするには、これと同時に、当該文書の写し二通

を提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 

３ 裁判所書記官は、第一項の主張書面の写し及び前項の文書の写し二通のうち一通を他方の当事者

に送付しなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、裁判所書記官は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期

日が指定されるまでの間は、同項の規定による送付をしてはならない。この場合において、裁判所

書記官は、当該期日が指定されたときは、遅滞なく、同項の規定による送付をしなければならない。 

 

（保護命令の申立てについての決定・法第十五条） 

第五条 保護命令の申立てについての決定は、決定書を作成してしなければならない。 

２ 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載し、裁判官が記名押印しなければならない。 

一 事件の表示 

二 当事者及び代理人の氏名 

三 保護命令を発する場合にあっては、当事者の住所 

四 主文 

五 理由又は理由の要旨 

六 決定の年月日 

七 裁判所の表示 

３ 第一項の決定書に理由を記載する場合には、主要な争点及びこれに対する判断を示さなければな

らない。 

４ 第一項の決定書には、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経ないで保護命

令を発する場合を除き、主張書面を引用することができる。 

 

（保護命令の申立ての取下げの方式等） 

第六条 保護命令事件における保護命令の申立ての取下げは、口頭弁論又は審尋の期日においてする

場合を除き、書面でしなければならない。 

２ 保護命令事件において保護命令の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、口頭弁論又は

審尋の期日の呼出しを受けた相手方に対し、その旨を通知しなければならない。 
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（即時抗告・法第十六条） 

第七条 保護命令の申立てについての裁判に対する即時抗告の抗告状には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

一 原決定の表示 

二 当事者の氏名及び住所 

三 代理人の氏名及び住所 

四 抗告の趣旨及び理由 

五 法第十条第一項第一号の規定による命令に対する即時抗告をする場合において、同条第二項か

ら第四項までの規定による命令が発せられているときは、その旨 

２ 前項の即時抗告の手続において主張書面（抗告状を含む。以下この項及び第四項において同じ。）

の提出をするには、これと同時に、当該主張書面の写し一通を提出しなければならない。ただし、

やむを得ない事由があるときは、裁判所の定める期間内に提出すれば足りる。 

３ 第一項の即時抗告の手続において文書を提出して書証の申出をするには、これと同時に、当該文書

の写し二通を提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 

４ 裁判所書記官は、第二項の主張書面の写し及び前項の文書の写し二通のうち一通を他方の当事者

に送付しなければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経ないで保

護命令の申立てを却下した決定に対する即時抗告があった場合においては、裁判所書記官は、当該

期日が指定されるまでの間は、同項の規定による送付をしてはならない。この場合においては、第

四条第四項後段の規定を準用する。 

６ 前二項の規定は、第四条第一項の主張書面の写し及び同条第二項の文書の写し（同条第三項又は第

四項後段の規定により他方の当事者に送付されたものを除く。）について準用する。 

７ 第二条、第三条、第五条及び第六条の規定は、第一項の即時抗告の手続について準用する。 

８ 第六条の規定は、第一項の即時抗告の取下げについて準用する。この場合において、同条第二項中

「口頭弁論又は審尋の期日の呼出しを受けた相手方」とあるのは、「第七条第四項の規定により抗告

状の写しの送付を受けた他方の当事者」と読み替えるものとする。 

 

（保護命令の効力の停止・法第十六条） 

第八条 保護命令の効力の停止の申立ては、書面でしなければならない。 

２ 第二条、第三条、第五条及び第六条第一項の規定は、前項の申立てに係る手続について準用する。 

 

（保護命令の取消し・法第十七条） 

第九条 保護命令の取消しの申立ては、書面でしなければならない。 

２ 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 取消しを求める保護命令の表示 

二 当事者の氏名及び住所 

三 代理人の氏名及び住所 
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四 申立ての趣旨 

五 法第十七条第一項後段の規定により保護命令の取消しの申立てをする場合にあっては、当該保

護命令が効力を生じた日（法第十条第二項から第四項までの規定による命令の取消しの申立て

をする場合にあっては、同条第一項第一号の規定による命令が効力を生じた日） 

六 法第十条第一項第一号の規定による命令の取消しの申立てをする場合において、同条第二項か

ら第四項までの規定による命令が発せられているときは、その旨 

３ 第二条、第三条、第五条及び第六条第一項の規定は、第一項の申立てに係る手続について準用する。 

 

（民事訴訟規則の準用） 

第十条 この規則に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反し

ない限り、民事訴訟規則の規定を準用する。 

 

（この規則の準用・法第二十八条の二） 

第十一条 前各条の規定は、法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力（同条に規定する

暴力をいう。）及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、第一条第一項第五号

中「被害者との」とあるのは「被害者（法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を

受けた者をいう。以下この号において同じ。）との」と、同項第六号中「配偶者」とあるのは「法第

二十八条の二に規定する関係にある相手」と読み替えるものとする。 
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【戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）】 

第七章 不服申立て 

第百二十二条 戸籍事件（第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。）について、市町村長の処

分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。 

 

第百二十三条 戸籍事件（次条に規定する請求に係るものを除く。）に関する市町村長の処分又はその

不作為については、審査請求をすることができない。  
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【行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）】 

（適用除外） 

第七条 次に掲げる処分及びその不作為については、第二条及び第三条の規定は、適用しない。 

一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分 

二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分 

三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上

でされるべきものとされている処分 

四 検査官会議で決すべきものとされている処分 

五 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴え

においてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの 

六 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分 

七 国税又は地方税の犯則事件に関する法令（他の法令において準用する場合を含む。）に基づいて

国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職

員又は徴税吏員（他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。）がする処分及

び金融商品取引の犯則事件に関する法令（他の法令において準用する場合を含む。）に基づいて証

券取引等監視委員会、その職員（当該法令においてその職員とみなされる者を含む。）、財務局長

又は財務支局長がする処分 

八 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するため

に、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対し

てされる処分 

九 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補

導院において、収容の目的を達成するためにされる処分 

十 外国人の出入国又は帰化に関する処分 

十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分 

十二 この法律に基づく処分（第五章第一節第一款の規定に基づく処分を除く。） 

２ 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又

は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法

律の規定は、適用しない。 

 


